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質問方法

Zoomの「チャット」から



施設に⼊ったら、自宅を売却したい

 施設に⼊ったら、
自宅を売却したい。
 その時、認知症だと・・・

 法定後⾒でも、
任意後⾒でも、
自宅の売却は難しい



対応策・・・家族信託（元気なうちに）

 自宅を家族信託
（元気なうち）
 認知症になっても、
信託された人が自宅の売却
できる



 ・ 自宅の売却
 ・ 家族のためにお⾦（財産）を使う
 ・ 会社のためにお⾦（財産）を使う
 ・ 投資的な⾏為（不動産の⼤規模修繕、購⼊）
 ・ 第三者が財産の管理に⼊ってこない

 これらは、法定後⾒、任意後⾒では難しい/不可能

信託すれば、できること



家族信託 ＜成功事例 １＞
 アパートを子に信託
 子が⼤家さんに
 父が認知症
⇒ ⼤規模修繕が可能

 父が死亡、⺟が認知症
⇒ 子が管理して、
⺟が家賃を受け取ることも
 管理者つきで財産を渡せる



家族信託 ＜成功事例 ２＞
 会社の株を後継者に信託
 人事権など実権が後継者に
うつる
 会社を継がせる道筋が明確
に（対銀⾏や、取引先）
 後継者の子は、実権を持つ
ことで自分の新しい発想で会
社を経営（成⻑）



各種制度の⽐較 １
家族信託 任意後見 法定後見

財産の
管理者

自分が選ぶ 自分が選ぶ 裁判所が選ぶ

管理者の報酬 自分で決める 自分で決める 裁判所が決める

監督人 自分で決める 必ずつく つく場合あり

支援の内容 契約で定める 代理権目録で定める
原則として全ての法
律行為

贈与・
相続税対策

○ ○ ×



各種制度の⽐較 ２
家族信託 任意後見 法定後見

管理する
財産

選択した財産 全て 全て

誰のため？
家族や会社のためで
もOK

基本、本人のため 基本、本人のため

設定 元気なうち 元気なうち 認知症になってから

終了
契約による

自分の死後も続けら
れる

亡くなるまで 亡くなるまで



質問タイム

Zoomの「チャット」から



最後に
 認知症が身近になってきました。
困っている人が周りにいませんか︖

 法定後⾒は、身寄りがない人が使うと良い制度です。
 家族や頼れる人がいる、守る会社や財産があるなら、
元気なうちに、任意後⾒や家族信託です。
法律は、
正しく生きている人の
味方ではありません。
知っている人の味方です。



より詳しく知りたい人へ

お求めは、大型書店かアマゾンで


